
空き家に関する無料法律相談会

空き家を所有及び管理する皆様
空き家を活用したいと考えている皆様

あなたの悩みを弁護士に相談してみませんか

実家が空き家なんですがどうしたらいいの？
となりの家が空き家で今にも倒れそうで危ない!!
空き家を有効活用したい等・・
弁護士があなたの悩みにお答えします。

日時 ５⽉１４日（⼟）１３：００〜１６：００
場所 兵庫県弁護士会館 ４Ｆ講堂

神⼾市中央区橘通１－４－３
（予約優先、電話番号は下記）

主催 兵庫県弁護士会

予約受付番号 ＴＥＬ ０７８－３４１－８２２７（兵庫県弁護士会分館）
当日の連絡先 ＴＥＬ ０７８－３４１－７０６１（兵庫県弁護士会本館）
（５⽉１３日まで予約受付可、予約受付時間：午前９時から午後５時まで）

相談料
無 料

「ヒマリオン」兵庫県弁護士会イメージキャラクター


